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1（出典）内閣府地方創生推進事務局提供資料

 国家戦略特区制度は、国の成長戦略に資する岩盤規制改革の推進を目的に、国が特別区域を指定して
特例措置を講じる（国家戦略特区法又は関連法令を改正して規制緩和を行う）制度。

 特例措置の創設は、自治体等の提案をもとに国家戦略特区WGにおいて民間有識者と関係省庁が検討し、
最終的には国家戦略特別区域諮問会議（議長・内閣総理大臣）において決定。

 特例措置の創設後、区域会議（自治体・事業者・内閣府で構成）が作成する区域計画（個別の特定
事業を盛り込んだもの）を内閣総理大臣が認定。

国家戦略特別地域（国家戦略特区）制度とは

※ なお、国家戦略特区基本方針（平成26年２月25日閣議決定）においては、「特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害の
ない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進める」こととされている。



2（出典）内閣府地方創生推進事務局資料

【参考】国家戦略特区・区域計画の認定状況（活用事項数：６４、認定事業数：３７５）
活用事項数…特区・区域計画において活用されている特例事項の数
認定事業数…特区・区域計画において認定されている事業の数
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 令和２年１１月１８日、大阪府は国家戦略特区制度を活用して、 「工場等の改築、新増設に伴う緑地
整備等に関する規制緩和」を国（内閣府地方創生推進事務局）に対して提案。

大阪府からの規制緩和提案

（出典）大阪府ホームページ
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 令和２年１２月２１日、国家戦略特区諮問会議は、「追加の規制改革事項等」を決定。

 通常国会に提出する国家戦略特区法改正案に盛り込むべき事項として、工場新増設促進のための関連法
令の規制緩和の１つに工場立地法の規制緩和（特例措置の創設）が盛り込まれた。

国家戦略特区諮問会議の決定

追加の規制改革事項等（案）

１.次期通常国会に提出する法案に盛り込むべき事項

（工場新増設促進のための関連法令の規制緩和）
国内における生産拠点等の整備を通じた強固なサプ
ライチェーンの構築を支援するために、工場立地法の規
制について、工場新増設に係る緑地面積率等の基準
を市町村が条例で緩和することを可能とするよう、これ
に関連する必要な規定を盛り込んだ国家戦略特区法
改正案の早期の通常国会への提出を図るとともに、工
場新増設の際に活用可能な国家戦略開発事業につ
いても所要の措置を講じる。

国家戦略特別区域諮問会議資料（抜粋）
（令和２年１２月２１日開催）

議長 菅 義偉 内閣総理大臣
議員 麻生 太郎 副総理 兼 財務大臣

坂本 哲志 内閣府特命担当大臣（地方創生）
加藤 勝信 内閣官房長官
河野 太郎 内閣府特命担当大臣（規制改革）

兼 行政改革担当大臣
西村 康稔 内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

兼 経済再生担当大臣
有識者議員

秋山 咲恵 株式会社サキコーポレーション ファウンダー
坂根 正弘 株式会社小松製作所 顧問
坂村 健 東洋大学情報連携学部 INIAD学部長
竹中 平蔵 東洋大学 教授

慶應義塾大学 名誉教授
八田 達夫 アジア成長研究所 理事長

大阪大学 名誉教授

国家戦略特別区域諮問会議 議員名簿

（出典）内閣府国家戦略特区ホームページより経済産業省作成
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工場新増設の際に確保すべき緑地面積
等については、国が基準（準則）を定め、
市町村は国が定めた基準の範囲内で基
準を設定

見直し前

規制改革の内容 特例措置（案）の概要

区域計画の認定があった場合、市町村の

条例の制定により、工場敷地の緑地面積
率等の基準の緩和を可能とする

特例措置（案）

・工場新増設等の投資促進
・国内の生産拠点の整備促進及び物流
機能を強化

効 果

国準則

市町村準則

特例（区域計画認定
を受けた市町村）※2

工場立地法等※1の特例の創設

用途地域

工業専用・
工場地域

準工業
地域

その他の
用途地域

国準則 ２０％以上

市町村準則 １０％以上 １５％以上 ２０％以上

特例（想定） ３％以上 ５％以上 １０％以上

緑地面積率規制の特例活用イメージ【緑地面積率規制の仕組み】

※赤枠内は特例措置に基づき特区自治体が個別に定めることができる

周辺環境との調和の確保を図りつつ、
地域の判断で緑地面積率等の基準を緩和することを可能に

国内の生産拠点の整備を促進、物流機能を強化

※1 創設する特例は工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域
の成長発展の基盤強化に関する法律の特例となる。

※2 区域計画には、計画の実施にあたり配慮すべき生活環境との調和に関する
事項を規定。

工場新増設促進のための関連法令の規制緩和（国家戦略特区法を改正して措置）

（出典）内閣府地方創生推進事務局提供資料を一部加工して経済産業省作成
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住居の用に併せて商
業等の用に供されてい
る区域

住居の用に併せて工
業の用に供されている
区域
（準工業地域）

主として工業等の用に
供されている区域
（工業地域、
工業専用地域）

専ら工業等の一般住
民の日常生活の用以
外の用に供されている
区域
（工業地域、
工業専用地域）

区域内の住民の生活
環境に及ぼす影響が
小さい区域

通常の場合
環境施設 25％

うち緑地 20％

工場立地法
市区町村準則

環境施設 25％超～35％ 15％～30% 10%～25％未満 － 10％～30％

うち緑地 20%超～30% 10％～25% 5％～20％未満 － 5％～25％

地域未来投資
促進法

環境施設 － 15%～25％未満 10%～25％未満 １％～15％未満 －

うち緑地 － 10%～20%未満 5％～20％未満 1％～10％未満 －

総合特別区域法
環境施設 国際戦略総合特別区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

うち緑地 国際戦略総合特別区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

東日本大震災
復興特別区域法

環境施設 復興産業集積区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

うち緑地 復興産業集積区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

国家戦略
特別区域法

環境施設 国家戦略特別区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

うち緑地 国家戦略特別区域内において、条例で独自に緑地面積率等を定めることができる。

緑地面積率・環境施設面積率の基準の緩和

 工場立地法では、市区町村は地域の実情にあわせて独自に緑地面積率等を定めることが可能（市区町村
が独自に緑地面積率を設定するためには、条例を制定する必要あり。）。

 今般の国家戦略特区諮問会議の決定を踏まえ、国家戦略特区法を改正し、総合特別区域法及び東日本
大震災復興特別区域法と同様の規制緩和措置を講じる。


